
◎児童福祉法等の一部を改正する法律 
（令和七年四月二五日法律第二九号）   

一、提案理由（令和七年四月一日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成

に関する特別委員会） 

○三原国務大臣 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につ

きまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 保育士の有効求人倍率は全職種平均と比較すると依然として高い水準で推移しており、

保育士の確保は喫緊の課題となっています。そのような中、乳児等通園支援事業の創設

や保育士の配置基準の改善等により保育士需要の増大が見込まれることから、保育士の

確保のための施策を講ずることが必要であるとともに、保育士不足の状況や保育のニー

ズは地方公共団体の間で差が見られることから、地域の実情に応じた対策を進めていく

ことも重要です。 

 また、近年、保育所等における虐待等の不適切事案が相次いだこと、全国の児童相談

所における児童虐待相談対応件数が増加している状況等も踏まえ、虐待を受けた子供へ

の対応の強化を図る必要があります。 

 これらを踏まえ、保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事

業の実施体制の整備を図るとともに、虐待を受けた子供への対応の強化を図るため、こ

の法律案を提出しました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、潜在保育士の復職支援等を強化するため、都道府県が保育士・保育所支援セ

ンターとしての機能を担う体制を整備するものとするとともに、関係機関の連携協力に

関する規定の整備等を行うこととします。 

 第二に、保育人材の需要は地域によって差があるため、保育士が不足するおそれが特

に大きい地域について、集中的に保育人材の確保に取り組むことができるよう、現在、

国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化することとし

ます。 

 第三に、子供の保育の選択肢を広げるため、現在、国家戦略特別区域に限り認められ

ている三歳児から五歳児までのみを対象とした小規模保育事業を全国展開します。 

 第四に、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、子供を預け

られるような環境を整備するため、保育所等の職員等による児童への虐待について通報

義務等の仕組みを設けることとします。 

 第五に、一時保護委託先の質を担保し、虐待等で傷ついた子供が安心して生活でき、

適切なケアが図られる環境を整備するため、一時保護を適正に行うことができる者の登

録制度を創設することとします。 

 第六に、子供の心身の安全の確保のため、一時保護が行われている児童に対して保護

者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、児童の心身に有害な影響



を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会制限等に関する規定を新たに整備すること

とします。 

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとと

もに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

七年四月四日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政

策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上

げます。 

 本案は、保育人材を確保するため、国家戦略特区における地域限定保育士制度の一般

制度化等を行うほか、虐待対応を強化するため、保育所等の職員による虐待に関する通

報義務等の創設等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、翌四月一日に三原国務大臣から趣旨

の説明を聴取いたしました。次いで、三日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採

決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月三日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 保育士の確保が困難な状況にある中、保育士の一層の処遇改善を進めるための措置

を講ずるとともに、平時からの保育所等の職員配置基準の改善や災害時の対応の強化

について引き続き検討すること。また、職務の専門性を適切に評価する観点から、公

定価格上の人件費の基本分単価の在り方も含め、保育士の平均賃金が他職種と遜色の

ない水準となるよう、実効性のある対策を検討すること。 

二 保育士・保育所支援センターを法定化するに当たり、支援の実効性を高めるため、

各センターに地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくＫＰＩ（重要業績評

価指標）を設定させ、その達成状況や支援実績を定期的に公表して評価する枠組みを

導入することを検討するとともに、同センターの支援実績を向上させるため、保育士

資格を有する者への周知など必要な措置を講ずること。あわせて、保育士の就職あっ

せんを行う民間の人材紹介会社が高額な手数料を得ており、保育所の経営を圧迫して

いる現状を踏まえて、手数料実績の公開、求職者への金銭等提供の原則禁止、ハロー

ワークによる無料職業紹介機能の強化など政府における取組の実施状況を踏まえなが



ら、必要な対策を講ずること。 

三 保育士が特に不足するおそれが大きい地域が集中的に保育士確保に取り組むことが

できるよう、潜在保育士の実態やニーズを把握し、職場復帰を強力に支援するために

必要な措置を講ずること。 

四 地域限定保育士の登録後三年経過と一定の勤務経験により他地域での勤務が可能と

なる仕組みを設けることが、試験実施区域内の保育士不足が解消されない事態につな

がることを避けるため、地域や職場で適切な処遇を実現できるよう、保育の公定価格

における地域区分の在り方の見直しを含め、保育士の職場定着を図るために必要な措

置を講ずるとともに、地域で十分な保育士を確保するための適切な対策を検討するこ

と。 

五 実技講習を修了することで実技試験の免除が可能となる地域限定保育士制度を創設

することが、保育士の専門性に対する社会的評価を低下させることのないよう、保育

人材の社会的地位を向上させる観点から、保育士資格の在り方について引き続き検討

を行うこと。 

六 地域限定保育士試験の実施に関する事務を一般社団法人及び一般財団法人以外の法

人にも行わせることができるとしているところ、保育の公的責任を後退させることの

ないよう留意すること。 

七 地域限定保育士の一般制度化を行うに当たり、保育士試験及び指定保育士養成施設

の修了と同程度の知識及び技能の水準を確保する観点から、都道府県等が実施する地

域限定保育士試験及び講習の質を担保するための措置を講ずること。あわせて、指定

保育士養成施設における教育内容を充実させ、保育士試験の内容について十分な検討

を行うことにより、保育人材に期待される資質が適切に確保されるようにすること。 

八 小規模保育事業において、一人一人のこどもの命と安全が守られ、特性に応じた発

達が保障できる保育の質を確保するために不断の努力を行うこと。 

九 三歳以上児を対象とする小規模保育事業において、集団生活の重要性に留意しつつ、

集団としての遊びや活動を通して人と関わる力を育てていくために必要な保育の在り

方を示すこと。 

十 三歳以上児を対象とする小規模保育事業については、地域の実情を十分に踏まえ、

その必要性が認められる場合において、適切に実施されるよう努めること。その際に

は、こどもの成長発達や安全性に十分配慮するとともに、必要に応じて専門的知見を

有する人材の配置や、戸外活動の環境確保など、保育の質の向上に取り組むこと。 

十一 保育所等の職員による虐待に関する通告義務等について、専ら保護者と離れた環

境下においてこどもが不安を抱えることなく安心して通える場所を網羅する観点から、

対象となる施設及び事業の範囲について、引き続き検討すること。 

十二 被措置児童等虐待の事案の共有や公表の在り方について、虐待の発生を防ぎ、全

国どこでもこどもや保護者が安心して保育所等を利用できるようにする観点から、所



管行政庁によって対応に著しい差が生じないよう、適切な指針を示すこと。 

十三 一時保護委託の登録制度について、登録に伴う手続等により委託先に過度の負担

を与えることのないよう配慮し、これまで多様な存在が一時保護委託を担うことによ

り蓄積されてきた経験を尊重しつつ、委託先での性暴力など加害行為がなされないよ

う万全を期するなど、委託先の適切な監督を行うこと。 

十四 一時保護されたこどもが、委託先を転々とする事態をなくすためにも、児童相談

所設置都道府県・指定都市等が一時保護施設を新増設できるよう、かつ、安心して過

ごせる生活、教育環境を整備することができるよう、必要な財政措置を行うこと。 

十五 一時保護中の児童の面会通信制限等について、児童の権利に関する条約の趣旨を

尊重し、児童の最善の利益を考慮した運用が行われるように適切な制度設計を検討す

ること。その上で、児童虐待が行われた疑いにとどまる段階で、児童相談所長が要件

を拡大的に解釈して判断することを防止する観点から、面会通信制限等を行う場合の

具体的な基準と、指導又は行政処分の運用の在り方について、詳細な指針を策定して

児童相談所長に示すとともに、不断の見直しを行うこと。 

十六 両親の離婚後又は別居中において、家庭裁判所で面会交流を決められたこどもた

ちが、全身で苦痛を訴え不適応を起こして、健康な発達を害されている事例が臨床現

場であることに留意し、児童相談所長が面会通信制限等を行うべきか判断する場面に

おいても、児童の最善の利益に資する判断ができる体制を整えること。 

十七 ＤＶ事例（面前ＤＶ）の場合、虐待を受ける環境で生き抜くための心理的背景か

ら、こどもが暴力を目撃しているうちに、被害を受けている親に対して加害行為を行

う親の歪んだ見方に同化し、虐待を否認することがあることに鑑み、ＤＶ・虐待家庭

で育ったこどもの複雑な心理を理解する高い専門性を持った児童精神科医や児童心理

司などの判断が求められていることにも十分配慮し、面会通信制限等については、丁

寧に判断される運用体制を整えること。 

三、参議院内閣委員長報告（令和七年四月一八日） 

○和田政宗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保等を図るた

め、地域限定保育士の資格の創設、小規模保育事業の対象の拡大等を行うとともに、虐

待を受けた児童その他の保護が必要な児童への対応の強化を図るため、保育所等の職員

等による児童への虐待の通報に関する規定の整備、一時保護中の児童との面会制限等に

関する児童相談所長の権限の強化等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、保育士の処遇や配置基準の更なる改善を進める必要性、保育

士・保育所支援センターの法定化の効果、地域限定保育士制度の在り方、面会制限等の

適切な運用に向けた対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 



 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対、れいわ新

選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をい

たしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 保育士の確保が困難な状況にある中、保育士の一層の処遇改善を進めるための措置

を講ずるとともに、保育所等の職員配置基準の更なる改善、現場の実態を踏まえた加

算要件の見直し、災害時の対応の強化について引き続き検討し、必要な措置を講ずる

こと。また、職務の専門性を適切に評価する観点から、公定価格上の人件費の基本分

単価の在り方も含め、保育士の平均賃金が他職種と遜色のない水準となるよう、実効

性のある対策を検討し、必要な措置を講ずること。 

二 保育士・保育所支援センターを法定化するに当たり、支援の実効性を高めるため、

各センターに地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくＫＰＩ（重要業績評

価指標）を設定させ、その達成状況を定期的に公表して検証する枠組みを導入するこ

とを検討するとともに、支援実績を向上させるため、保育士資格を有する者への周知

など必要な措置を講ずること。 

三 保育士の就職あっせんを行う民間の人材紹介会社が高額な手数料を得ており、保育

所の経営を圧迫している現状を速やかに改善するため、手数料実績の公開、求職者へ

の金銭等提供の原則禁止、ハローワークによる無料職業紹介機能の強化などこれまで

の取組の実施状況を踏まえながら、必要な対策を講ずること。 

四 保育士が不足するおそれが大きい地域が集中的に保育士確保に取り組むことができ

るよう、潜在保育士の実態やニーズを調査・分析し、職場復帰を強力に支援するため

に必要な措置を講ずること。 

五 地域限定保育士試験を実施することにより試験実施区域内の保育人材不足の解消に

確実につながるよう、保育の公定価格における地域区分の在り方の見直しを含め、地

域や職場での保育人材の適切な処遇を実現し、職場定着を図るために必要な措置を講

ずるとともに、地域で十分な保育人材を確保するための適切な対策を検討し、必要な

措置を講ずること。 

六 地域限定保育士制度を創設することが、保育人材の専門性及び社会的評価を低下さ

せることのないよう、保育人材の社会的地位を向上させる観点から、保育人材に係る

資格や試験の在り方について引き続き検討を行うこと。 

七 地域限定保育士試験の実施に関する事務を一般社団法人及び一般財団法人以外の法

人にも行わせることができるとしているところ、保育の公的責任を後退させることの



ないよう留意し、適切な措置を講ずること。 

八 地域限定保育士の一般制度化を行うに当たり、保育士試験及び指定保育士養成施設

の修了と同程度の知識及び技能の水準を確保する観点から、都道府県等が実施する地

域限定保育士試験及び講習の質を担保するための措置を講ずること。あわせて、指定

保育士養成施設における教育内容を充実させ、保育士試験の内容について十分な検討

を行うことにより、保育人材に期待される資質が適切に確保されるようにすること。 

九 小規模保育事業において、一人一人のこどもの命と安全が守られ、特性に応じた発

達が保障できる保育の質を確保するために必要な措置を不断に検討、実施すること。 

十 三歳以上児を対象とする小規模保育事業において、集団生活の重要性に留意しつつ、

集団としての遊びや活動を通して人と関わる力を育てていくために必要な保育の在り

方を示すこと。 

十一 三歳以上児を対象とする小規模保育事業については、地域の実情を十分に踏まえ、

その必要性が認められる場合において、適切に実施されるように取り組むこと。その

際には、こどもの成長発達や安全性に十分配慮するとともに、必要に応じて専門的知

見を有する人材の配置や、戸外活動の環境確保など、保育の質の向上のために必要な

措置を講ずること。 

十二 保育所等の職員による虐待に関する通告義務等について、専ら保護者と離れた環

境下においてこどもが不安を抱えることなく安心して通える場所を網羅する観点から、

法的に対象となる施設及び事業の範囲について引き続き検討するとともに、法的に対

象とならない施設等においても適切な対応が図られるよう、必要な措置を講ずること。 

十三 被措置児童等虐待の事案の共有や公表の在り方について、虐待の発生を防ぎ、全

国どこでもこどもや保護者が安心して保育所等を利用できるようにする観点から、所

管行政庁によって対応に著しい差が生じないよう、適切な指針を示すこと。 

十四 一時保護委託の登録制度について、登録に伴う手続等により委託先に過度の負担

を与えることのないよう配慮し、これまで多様な存在が一時保護委託を担うことによ

り蓄積されてきた経験を尊重しつつ、委託先での性暴力など加害行為がなされないよ

う万全を期するなど、委託先の適切な監督を行うこと。 

十五 一時保護されたこどもが、委託先を転々とする事態をなくすためにも、児童相談

所設置都道府県・指定都市等が一時保護施設を新増設できるよう、かつ、安心して過

ごせる生活、教育環境を整備することができるよう、必要な財政措置を行うこと。 

十六 一時保護中の児童の面会通信制限等について、児童の権利に関する条約の趣旨を

尊重し、児童の最善の利益を考慮した運用が行われるように適切な制度設計を検討す

ること。その上で、児童虐待が行われた疑いにとどまる段階で、児童相談所長が要件

を拡大的に解釈して判断することを防止する観点から、面会通信制限等を行う場合の

具体的な基準と、指導又は行政処分の運用の在り方について、詳細な指針を策定して

児童相談所長に示すとともに、不断の見直しを行うこと。 



十七 児童相談所長が面会通信制限等を行うべきか判断する場面において、ＤＶ・虐待

家庭で育ったこどもの複雑な心理を理解する高い専門性を持った児童精神科医や児童

心理司などの判断が求められるケースがあることなども踏まえ、児童の最善の利益に

資する判断を丁寧に行うことができる体制を整えるとともに、児童相談所職員の一層

の処遇改善や精神的負担への対応、配置拡充に向けた検討を着実に進めること。 

  右決議する。 

 


